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平成19年第４回定例会審議

　平成19年第４回定例会が、12月６日から12月 21日までの
16日間の会期で開催されました。今定例会では、平成19年度各
会計補正予算、条例の制定及び一部改正などについて、各所管の常
任委員会へそれぞれ付託して審査を行ったほか、10日、11日の２
日間において一般質問（後頁Ｐ８～11）が行われました。

今
定
例
会
に
上
程
さ
れ
た
議
案
等
の
要
旨

は
次
の
と
お
り
で
す
。

議
案
第
100
号

市
長
の
給
料
月
額
の
特
例
に
関
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て　

可
決

▼
議
案
第
100
号
は
、
市
長
の
給
料
を
平
成

20
年
１
月
か
ら
３
月
ま
で
の
３
箇
月
分

を
２
割
減
額
す
る
も
の
で
す
。

議
案
第
101
号

か
す
み
が
う
ら
市
廃
棄
物
の
減
量
及
び

適
正
処
理
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

い
て　

可
決

▼
議
案
第
101
号
は
、
廃
棄
物
の
発
生
の
抑

制
、
再
生
利
用
の
推
進
並
び
に
適
正
な

処
理
方
法
に
つ
い
て
条
例
を
定
め
る
も

の
で
す
。

質
疑　

条
例
提
案
に
至
っ
た
経
過
を
伺
う
。

環
境
経
済
部
長　

廃
棄
物
の
減
量
や
適

正
処
理
に
関
す
る
責
務
等
に
つ
い
て
は

特
に
定
め
ら
れ
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た

の
で
制
定
し
ま
し
た
。

質
疑　

粗
大
ご
み
処
理
の
負
担
に
つ
い

て
伺
う
。

環
境
経
済
部
長　

市
内
の
粗
大
ご
み
の

収
集
の
量
は
、
年
々
増
加
し
て
お
り
ま

す
。
処
理
を
す
る
一
部
事
務
組
合
で
は

破
砕
機
や
ご
み
及
び
粗
大
ご
み
処
理
施

設
等
を
併
用
し
て
処
分
し
て
い
る
状
況

で
す
。
近
隣
市
で
も
粗
大
ご
み
の
有
料

化
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
当

市
に
お
い
て
も
増
え
続
け
る
粗
大
ご
み

の
対
策
と
し
て
近
隣
市
の
よ
う
な
方
式

を
検
討
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

議
案
第
102
号

か
す
み
が
う
ら
市
農
業
後
継
者
育
成
条

例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て　

可
決

▼
議
案
第
102
号
は
、
農
業
後
継
者
の
た
め

の
育
成
資
金
の
融
資
を
行
う
農
林
漁
業

金
融
公
庫
が
、
株
式
会
社
日
本
政
策
金

融
公
庫
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

議
案
第
103
号

か
す
み
が
う
ら
市
公
共
施
設
の
暴
力
団

等
排
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に

つ
い
て　

可
決

▼
議
案
第
103
号
は
、
か
す
み
が
う
ら
市
都
市

公
園
条
例
の
題
名
変
更
に
伴
い
、
条
例
の

別
表
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

議
案
第
104
号

か
す
み
が
う
ら
市
個
人
情
報
保
護
条
例

の
一
部
改
正
に
つ
い
て　

可
決

▼
議
案
第
104
号
は
、
統
計
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

議
案
第
105
号

か
す
み
が
う
ら
市
職
員
の
勤
務
時
間
、

休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に

つ
い
て　

可
決

▼
議
案
第
105
号
は
、
条
文
に
あ
る
公
庫
の

予
算
及
び
決
算
に
関
す
る
法
律
の
一
部

改
正
に
伴
い
、
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
も
の
で
す
。

議
案
第
106
号

か
す
み
が
う
ら
市
職
員
の
育
児
休
業
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て   

可
決

▼
議
案
第
106
号
は
、
地
方
公
務
員
の
育
児

休
業
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
並

び
に
、
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に

関
す
る
人
事
院
規
則
の
改
正
に
伴
い
、

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

議
案
第
107
号

か
す
み
が
う
ら
市
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て　

可
決

▼
議
案
第
107
号
は
、
人
事
院
勧
告
に
伴
い
、

市
職
員
の
給
与
に
つ
い
て
国
に
準
じ
た

制
度
と
す
る
た
め
、
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

議
案
第
108
号

か
す
み
が
う
ら
市
行
政
財
産
の
使
用
料

徴
収
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て　
　

可
決

▼
議
案
第
108
号
は
、
地
方
自
治
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
条

例
に
規
定
す
る
条
項
に
変
更
が
生
じ
た

た
め
、
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の

で
す
。

議
案
第
109
号

か
す
み
が
う
ら
市
医
療
福
祉
費
支
給
に
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関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て　

可
決

▼
議
案
第
109
号
は
、
学
校
教
育
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
条

例
に
規
定
す
る
条
項
に
変
更
が
生
じ
た

た
め
、
条
例
の
別
表
の
一
部
を
改
正
す

る
も
の
で
す
。

議
案
第
110
号

か
す
み
が
う
ら
市
国
民
健
康
保
険
税
条

例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て　

可
決

▼
議
案
第
110
号
は
、
地
方
税
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
国
民

健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
が
老
齢
等

年
金
給
付
の
支
払
を
受
け
て
い
る
65
歳

以
上
の
被
保
険
者
で
あ
る
世
帯
主
の
場

合
に
お
い
て
、
徴
収
方
法
を
特
別
徴
収

で
徴
収
す
る
こ
と
に
よ
り
、
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

議
案
第
111
号

か
す
み
が
う
ら
市
ド
ラ
ゴ
ン
ボ
ー
ト
施

設
使
用
料
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て   

可
決

▼
議
案
第
111
号
は
、
地
方
自
治
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
条

例
に
規
定
す
る
条
項
に
変
更
が
生
じ
た

た
め
、
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の

で
す
。

議
案
第
112
号

か
す
み
が
う
ら
市
消
防
団
員
の
定
員
、

任
免
、
給
与
、
服
務
等
に
関
す
る
条
例

の
一
部
改
正
に
つ
い
て　

可
決

▼
議
案
第
112
号
は
、
雇
用
対
策
法
及
び
地

域
雇
用
開
発
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

質
疑　

法
律
の
改
正
の
主
な
点
と
そ
れ

に
関
る
条
例
改
正
の
詳
細
説
明
。

消
防
長　

消
防
団
員
の
資
格
任
用
条
件

で
あ
る
「
年
齢
18
歳
以
上
の
者
」
を
削

除
す
る
も
の
で
す
。

議
案
第
113
号

平
成
19
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
４
号
）　

可
決

▼
議
案
第
113
号
は
、
既
定
の
歳
入
歳

出
予
算
の
総
額
に
そ
れ
ぞ
れ
５
，

０
９
０
万
３
千
円
を
追
加
し
、
歳
入

歳
出
予
算
の
総
額
を
１
５
３
億
９
，

９
０
３
万
６
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

質
疑　

消
防
施
設
整
備
費
の
内
容
・
新

治
地
方
広
域
事
務
組
合
派
遣
職
員
負
担

金
の
減
額
の
説
明
・
土
木
費
の
特
定
幹

線
市
道
整
備
事
業
費
に
お
け
る
道
路
基

礎
調
査
に
つ
い
て
伺
う
。

消
防
長　

今
年
度
整
備
し
た
消
防
団
の

消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
の
補
助
金
で
す
。

総
務
部
長　

当
初
予
算
は
職
員
３
名
で

予
算
要
求
し
ま
し
た
が
、
派
遣
は
２
名

と
な
り
１
名
の
減
員
と
な
っ
た
の
で
、

そ
の
減
額
分
の
補
正
を
す
る
も
の
で
す
。

土
木
部
長　

合
併
市
町
村
幹
線
道
路
緊

急
支
援
整
備
事
業
に
認
定
さ
れ
た
、
宍

倉
下
稲
吉
線
付
近
へ
の
跨
線
橋
整
備
事

業
の
現
況
の
把
握
、
事
業
評
価
等
、
整

備
に
伴
う
効
果
や
必
要
性
の
検
討
を
す

る
基
礎
調
査
を
行
う
も
の
で
す
。

質
疑　

幼
稚
園
就
園
奨
励
費
補
助
金
の

増
額
と
道
路
基
礎
調
査
委
託
費
及
び
就

学
援
助
費
の
増
額
に
つ
い
て
伺
う
。

教
育
部
長　

当
初
予
算
で
は
３
２
７
名

の
数
字
を
見
込
ん
で
い
た
が
、
26
名
多

く
な
り
ま
し
た
。
就
学
援
助
費
も
対
象

と
な
る
児
童
数
を
50
名
と
見
込
ん
で
い

た
が
、
29
名
多
く
な
り
ま
し
た
の
で
増

額
予
算
と
な
り
ま
し
た
。

土
木
部
長　

宍
倉
下
稲
吉
線
の
付
近
を

調
査
し
ま
す
が
、
合
併
特
例
債
事
業
の

承
認
を
受
け
た
中
で
整
備
計
画
を
す
る

も
の
で
す
。

議
案
第
114
号　

平
成
19
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
国
民
健

康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）   

可
決

▼
議
案
第
114
号
は
、
既
定
の
歳
入
歳
出
予

算
の
総
額
に
、
そ
れ
ぞ
れ
20
万
３
千
円

を
増
額
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
、

43
億
１
，
９
７
８
万
６
千
円
と
す
る
も

の
で
す
。

議
案
第
115
号

平
成
19
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
下
水
道

事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）　

可
決

▼
議
案
第
115
号
は
、
既
定
の
歳
入
歳
出
予

算
の
総
額
に
、
そ
れ
ぞ
れ
15
万
３
千
円

を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
、

９
億
９
，
３
０
８
万
円
と
す
る
も
の
で

す
。

議
案
第
116
号

平
成
19
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
農
業
集

落
排
水
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

３
号
）　

可
決

▼
議
案
第
116
号
は
、
既
定
の
歳
入
歳
出
予

算
の
総
額
に
、
そ
れ
ぞ
れ
22
万
１
千
円

を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
、

３
億
６
，
８
３
３
万
８
千
円
と
す
る
も

の
で
す
。

議
案
第
117
号

平
成
19
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
介
護
保

険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）　　

可
決

▼
議
案
第
117
号
は
、
既
定
の
歳
入
歳

出
予
算
の
総
額
に
、
そ
れ
ぞ
れ
２
，

９
５
５
万
８
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳

出
予
算
の
総
額
を
、
22
億
８
０
６
万
１
千

円
と
す
る
も
の
で
す
。

議
案
第
118
号

新
治
地
方
広
域
事
務
組
合
規
約
の
変
更

に
つ
い
て　

可
決

▼
議
案
第
118
号
は
、
新
治
地
方
広
域
事
務

組
合
規
約
の
一
部
に
変
更
が
必
要
な
た

め
議
会
の
議
決
を
す
る
も
の
で
す
。

質
疑　

条
例
中
「
ご
み
の
収
集
、
処
理
」

を
「
ご
み
の
処
理
」
に
改
め
る
の
は
な

ぜ
か
。
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環
境
経
済
部
長　

新
治
広
域
事
務
組
合

の
規
約
の
変
更
で
す
。
今
ま
で
の
構
成

公
共
地
方
団
体
の
合
併
等
に
よ
り
構
成

市
に
よ
り
契
約
形
態
を
統
一
す
る
た
め
、

規
約
の
変
更
を
行
う
も
の
で
す
。

議
案
第
119
号

市
道
路
線
の
廃
止
に
つ
い
て　

可
決

▼
議
案
第
118
号
は
、
坂
地
内
に
位
置
し
た
、

市
道
を
廃
止
す
る
た
め
議
会
の
議
決
を

す
る
も
の
で
す
。

議
案
第
120
号

か
す
み
が
う
ら
市
生
産
物
直
売
所
の
指

定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て　

可
決

▼
議
案
第
120
号
は
、
か
す
み
が
う
ら
市
生

産
物
直
売
所
の
指
定
管
理
者
を
指
定
し

た
の
で
、
議
会
の
議
決
を
す
る
も
の
で

す
。

議
案
第
121
号

か
す
み
が
う
ら
市
活
性
化
セ
ン
タ
ー
生

産
物
直
売
所
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に

つ
い
て　

可
決

▼
議
案
第
121
号
は
、
か
す
み
が
う
ら
市
活

性
化
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
者
を
指
定

し
た
の
で
、
議
会
の
議
決
を
す
る
も
の

で
す
。

議
案
第
122
号

か
す
み
が
う
ら
市
水
族
館
の
指
定
管
理

者
の
指
定
に
つ
い
て　

可
決

▼
議
案
第
122
号
は
、
か
す
み
が
う
ら
市
水

族
館
の
指
定
管
理
者
を
指
定
し
た
の
で
、

議
会
の
議
決
を
す
る
も
の
で
す
。

質
疑　

議
案
第
120
号
か
ら
第
122
号　

そ

れ
ぞ
れ
応
募
者
は
ど
れ
位
あ
っ
た
の
か
、

選
定
し
た
経
過
説
明
を
求
め
る
。

環
境
経
済
部
長　

議
案
120
号
及
び
121
号

に
つ
き
ま
し
て
非
公
募
に
よ
り
実
施
を

し
て
現
在
の
管
理
者
を
指
定
管
理
候
補

と
し
て
選
定
し
て
候
補
者
と
し
ま
し
た
。

議
案
122
号
に
つ
い
て
は
３
社
の
公
募
が

あ
り
ま
し
た
の
で
検
討
委
員
会
で
審
査

し
候
補
者
の
決
定
を
行
い
ま
し
た
。

発
議
第
６
号

か
す
み
が
う
ら
市
議
会
議
員
の
報
酬
お

よ
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部

改
正
に
つ
い
て　

可
決

▼
発
議
第
６
号
は
、
市
議
会
議
員
に
支
払

わ
れ
る
費
用
弁
償
を
平
成
20
年
４
月
１

日
か
ら
支
給
し
な
い
こ
と
の
議
決
を
す

る
も
の
で
す
。

議
長
発
議

閉
会
中
の
継
続
審
査
に
つ
い
て　

決
定

請
願
・
陳
情
の
審
査
結
果

請
願
第
８
号

妊
婦
無
料
検
診
の
充
実
を
求
め
る
請
願   

採
択

請
願
第
９
号

子
ど
も
医
療
無
料
制
度
の
所
得
制
限
撤

廃
を
求
め
る
請
願　

不
採
択

請
願
第
10
号

高
齢
者
に
負
担
増
と
差
別
医
療
を
強
い

る
２
０
０
８
年
４
月
実
施
の
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
の
中
止
・
撤
回
を
求
め
る

請
願　

継
続
審
査

陳
情
第
９
号

高
齢
者
に
負
担
増
と
差
別
医
療
を
強
い

る
２
０
０
８
年
４
月
実
施
の
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
の
中
止
・
撤
回
を
求
め
る

陳
情　

継
続
審
査

陳
情
第
10
号

地
方
財
政
の
強
化
・
拡
充
及
び
財
政
健

全
化
法
の
施
行
に
あ
た
っ
て
は
地
方
自

治
原
則
の
堅
持
を
求
め
る
陳
情　
　
　

不
採
択

陳
情
第
11
号

斎
場
移
転
計
画
に
伴
う
要
望　

不
採
択

陳
情
第
12
号

要
望
書
（
各
委
員
会
の
常
時
原
則
公
開

の
規
則
改
正
）　

趣
旨
採
択

陳
情
第
14
号

２
０
０
８
年
度
以
降
も
Ｂ
Ｓ
Ｅ
全
頭
検

査
を
継
続
す
る
こ
と
を
求
め
る　

採
択

陳
情
第
15
号

日
豪
Ｅ
Ｐ
Ａ
／
Ｆ
Ｔ
Ａ
交
渉
に
対
す
る

陳
情　

採
択

陳
情
第
17
号

要
望
書
（
合
併
特
例
債
事
業
の
見
直
し

等
審
議
会
の
設
置
）　

趣
旨
採
択

陳
情
第
19
号

要
望
書
（
霞
ヶ
浦
新
庁
舎
内
に
喫
煙
場

所
を
設
置
）　

継
続
審
査

委
員
会
発
議
第
１
号

飲
酒
運
転
根
絶
都
市
宣
言
に
関
す
る
決

議
（
案
）
に
つ
い
て　

決
議

委
員
会
発
議
第
２
号

日
豪
Ｅ
Ｐ
Ａ
／
Ｆ
Ｔ
Ａ
交
渉
に
対
す
る

意
見
書
（
案
）
に
つ
い
て　

可
決

委
員
会
発
議
第
３
号

道
路
整
備
の
推
進
と
財
源
の
確
保
に
関

す
る
意
見
書
（
案
）
に
つ
い
て　

可
決
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議
題
に
な
っ
て
い
る
議
案
等
に
対
し
賛

成
・
反
対
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

○ 

議
案
第
100
号　

市
長
の
給
料
月
額
の

特
例
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い

て

　

反
対
討
論

　

議
員
報
酬
問
題
に
端
を
発
し
た
市
長

の
対
応
に
は
市
民
か
ら
批
判
の
声
が
挙

が
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
行
政
全

般
の
反
省
も
含
む
と
し
た
が
、
議
員
報

酬
引
上
げ
条
例
の
提
案
者
と
し
て
の
責

任
に
つ
い
て
は
、
３
月
議
会
で
自
分
自

身
の
給
与
の
引
上
げ
を
提
案
し
な
か
っ

た
こ
と
を
挙
げ
20
％
は
妥
当
だ
と
述
べ

ま
し
た
。
私
は
、
財
政
に
目
に
見
え
る

形
で
実
行
す
る
よ
う
提
案
し
た
が
、
あ

ら
た
め
て
市
長
給
与
の
大
幅
な
削
減
を

要
請
し
て
反
対
と
し
ま
す
。

　

反
対
討
論

　

本
来
、
市
長
が
道
義
的
責
任
と
し
て

替
え
ら
れ
る
も
の
は
、
ま
ち
づ
く
り
で

あ
り
、
市
長
報
酬
を
下
げ
る
の
な
ら

ば
、
行
財
政
改
革
に
よ
る
も
の
だ
け
で

あ
り
ま
す
。
そ
の
責
任
に
つ
い
て
市
民

か
ら
進
退
の
審
判
を
受
け
る
選
挙
こ
そ

が
地
方
自
治
の
制
度
で
あ
り
ま
す
。
本

議
案
を
任
意
提
案
さ
れ
た
こ
と
ま
で

は
、
道
義
的
責
任
と
し
て
評
価
で
き
る

も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
原
案
を
可
決
す

る
こ
と
は
、
地
方
自
治
法
に
お
け
る
首

長
の
職
権
行
使
の
独
立
に
つ
い
て
当
市

議
会
も
侵
害
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
り

ま
す
。
私
は
、
こ
の
議
案
可
決
が
地
域

の
停
滞
を
招
か
ぬ
よ
う
反
対
を
し
ま

す
。

　

賛
成
討
論

　

市
長
は
、
自
ら
が
そ
の
姿
勢
を
示
し

て
、
こ
の
ま
ち
に
ど
う
し
て
も
誠
意
を

示
し
た
い
と
い
う
心
意
気
で
今
回
提
案

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
賛
成
し
ま
す
。

○ 
議
案
第
110
号　

か
す
み
が
う
ら
市
国

民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
改
正
に

つ
い
て

　

反
対
討
論

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
導
入
に
伴

い
前
期
高
齢
者
と
呼
ば
れ
る
年
金
受
給

者
65
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
被
保
険
者
で

あ
る
世
帯
主
か
ら
国
保
税
を
年
金
か
ら

天
引
き
（
特
別
徴
収
）
す
る
こ
と
が
で

き
る
、
と
い
う
条
例
だ
が
、
こ
の
よ
う

な
や
り
方
は
、
国
の
法
改
正
に
基
づ
く

と
は
い
え
、
追
随
し
て
賛
成
な
ど
で
き

ま
せ
ん
。

　

賛
成
討
論

　

後
期
高
齢
者
広
域
医
療
制
度
に
つ
い

て
は
、
高
齢
者
の
皆
さ
ん
に
は
、
安
心

し
て
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
ま

す
。
ま
た
、
将
来
の
年
金
受
給
が
問
題

に
な
っ
て
い
る
次
世
代
の
た
め
に
ご
理

解
を
い
た
だ
き
、
将
来
を
担
う
若
者
が

日
本
に
夢
や
希
望
が
持
て
る
よ
う
ご
協

力
を
切
に
願
い
、
高
齢
者
医
療
制
度
を

安
定
さ
せ
る
本
議
案
に
つ
い
て
賛
成
い

た
し
ま
す
。

○ 

議
案
第
113
号　

平
成
19
年
度
か
す
み

が
う
ら
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

４
号
）

　

反
対
討
論

　

合
併
特
例
債
事
業
の
第
1
号
の
宍
倉

下
稲
吉
線
の
跨
線
橋
建
設
の
た
め
の
交

通
量
や
費
用
対
効
果
な
ど
必
要
性
や
方

向
性
を
調
査
す
る
と
あ
る
が
、
調
査
す

る
以
前
に
な
ぜ
財
政
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

を
し
な
い
の
か
。
合
併
特
例
債
は
あ
く

ま
で
借
金
で
あ
り
後
年
度
に
負
担
を
も

た
ら
す
も
の
で
す
。
こ
の
事
業
は
跨
線

橋
建
設
だ
け
で
は
な
く
、
ア
ク
セ
ス
道
路

を
含
む
と
莫
大
な
建
設
費
用
が
掛
か
る

こ
と
は
明
ら
か
で
、
こ
の
委
託
費
は
ム
ダ

づ
か
い
予
算
で
あ
り
、
反
対
で
す
。

○ 
議
案
第
120
号　

か
す
み
が
う
ら
市
生

産
物
直
売
所
の
指
定
管
理
者
の
指
定

に
つ
い
て
及
び
議
案
第
121
号
か
す
み

が
う
ら
市
活
性
化
セ
ン
タ
ー
生
産
物

直
売
所
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ

い
て

　

反
対
討
論

　

か
す
み
が
う
ら
市
生
産
物
直
売
所
は

市
の
特
産
品
等
を
展
示
、
直
売
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
地
域
特
産
物
へ
の
理
解

と
消
費
拡
大
を
図
る
と
と
も
に
、
地
場

産
業
の
振
興
と
観
光
客
の
誘
致
を
促
進

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
活
性
化
セ
ン
タ
ー
に
し
て
も
、
何

故
い
ま
指
定
管
理
者
に
代
行
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
か
明
確
な
根
拠
が
み
え

ま
せ
ん
。
市
当
局
は
、
市
内
外
に
広
く

こ
れ
を
紹
介
し
、
地
域
特
産
物
へ
の
理

解
と
消
費
拡
大
を
図
る
こ
と
を
真
剣
に

考
え
住
民
サ
ー
ビ
ス
に
資
す
る
の
か
疑

問
で
あ
り
、
行
政
の
民
間
任
せ
の
姿
勢

に
は
反
対
で
す
。

○ 

議
案
第
120
号　

か
す
み
が
う
ら
市
生

産
物
直
売
所
の
指
定
管
理
者
の
指
定

に
つ
い
て

　

賛
成
討
論

　

行
政
改
革
に
伴
い
、
経
常
費
を
削
減

し
な
け
れ
ば
将
来
事
業
を
推
進
で
き
な

い
緊
縮
財
政
に
お
い
て
、
行
政
改
革
の

一
角
を
担
う
こ
れ
ら
指
定
管
理
者
制
度

の
率
先
し
た
取
り
組
み
は
、
大
変
評
価

で
き
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
施
行

が
歳
出
削
減
と
な
る
と
共
に
市
民
サ
ー

ビ
ス
の
向
上
策
と
し
て
指
定
管
理
者
の

選
定
に
お
い
て
、
当
市
初
の
試
み
と
し

て
も
十
分
な
審
査
を
行
い
よ
り
良
く
な

第
４
回
定
例
会
討
論
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る
も
の
と
し
て
選
定
を
行
っ
た
経
過
が

備
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
本
件

は
民
間
事
業
者
の
活
力
や
ノ
ウ
ハ
ウ
を

手
本
と
す
る
こ
と
に
期
待
し
、
当
市
の

税
収
向
上
へ
の
期
待
と
共
に
積
極
的
な

行
政
改
革
と
な
る
本
議
案
に
つ
い
て
賛

成
い
た
し
ま
す
。

○ 

議
案
第
122
号　

か
す
み
が
う
ら
市
水

族
館
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い

て

　

反
対
討
論

　

当
市
水
族
館
は
霞
ヶ
浦
の
生
態
系
を

市
民
だ
け
で
は
な
く
広
く
県
民
・
国
民

に
知
っ
て
も
ら
う
貴
重
な
公
共
施
設
で

す
。
い
わ
ゆ
る
観
光
目
的
だ
け
で
は
な

く
、
学
校
教
育
施
設
及
び
霞
ヶ
浦
生
態

系
の
研
究
施
設
と
し
て
の
役
割
が
望
ま

れ
て
い
ま
す
。
重
要
な
公
の
施
設
を
、

公
共
性
を
持
た
な
い
営
利
を
目
的
と
す

る
民
間
企
業
に
ま
か
せ
る
こ
と
が
、
当

市
の
将
来
に
資
す
る
の
か
、
何
よ
り
も

自
治
体
の
責
任
が
果
た
せ
る
の
か
大
い

に
疑
問
で
す
。
よ
っ
て
水
族
館
の
指
定

管
理
者
へ
の
移
行
に
は
反
対
で
す
。

○ 

請
願
第
８
号　

妊
婦
無
料
検
診
の
充

実
を
求
め
る
請
願
書

　

賛
成
討
論

　

就
学
前
ま
で
の
子
ど
も
の
医
療
費
無

料
制
度
の
所
得
制
限
に
つ
い
て
は
、
撤

廃
を
求
め
る
声
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

現
在
所
得
制
限
に
掛
か
る
対
象
者
は

約
６
０
０
人
で
、
全
体
の
２
割
で
す

が
、
そ
の
所
得
の
制
限
額
は
４
０
１
万

円
で
、
扶
養
１
人
い
れ
ば
４
３
１
万
円

で
す
。
県
内
で
も
牛
久
市
や
潮
来
市
、

城
里
町
な
ど
が
所
得
制
限
を
な
く
し
て

い
ま
す
。
か
す
み
が
う
ら
市
が
所
得
制

限
を
撤
廃
す
る
の
に
２
，
０
０
０
万
円

あ
れ
ば
可
能
で
す
。
大
型
事
業
を
抑
え

て
、
市
民
生
活
に
結
び
つ
い
た
事
業
を

重
視
し
た
施
策
や
入
札
制
度
改
革
で
生

み
出
さ
れ
た
落
札
差
金
な
ど
の
活
用
を

行
え
ば
財
源
は
確
保
で
き
ま
す
。
子
ど

も
の
医
療
費
所
得
制
限
を
撤
廃
し
て
、

子
育
て
し
や
す
い
か
す
み
が
う
ら
市
を

つ
く
ろ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
こ
の

施
策
が
引
い
て
は
地
域
の
活
性
化
に
繋

が
り
ま
す
。

○ 

陳
情
第
10
号　

地
方
財
政
の
強
化
・

拡
充
及
び
財
政
健
全
化
法
の
施
行
に

あ
た
っ
て
は
地
方
自
治
原
則
の
堅
持

を
求
め
る
陳
情
書

　

賛
成
討
論

　

今
、
地
方
財
政
は
危
機
的
な
状
況
に

あ
り
ま
す
。
地
方
財
政
危
機
の
主
要
な

原
因
は
、
第
一
に
、
公
共
事
業
の
地
方

債
償
還
が
重
く
の
し
か
か
っ
て
い
る
こ

と
、
第
二
は
、
三
位
一
体
の
改
革
で
す
。

三
位
一
体
の
改
革
で
は
、
大
企
業
本
位

の
財
政
運
営
と
国
の
財
政
再
建
を
優
先

さ
せ
て
自
治
体
財
政
を
削
減
し
た
こ
と

で
す
。
と
こ
ろ
が
「
地
方
公
共
団
体
の

財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
（
財
政

健
全
化
法
）」
は
、
自
治
体
財
政
運
営

に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
も
の
と
予
想

さ
れ
ま
す
。
こ
の
法
律
は
財
政
の
健
全

化
が
目
的
で
あ
り
、
住
民
が
安
心
し
て

住
み
続
け
る
こ
と
の
で
き
る
地
域
・
自

治
体
の
再
建
策
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
国

は
国
民
の
く
ら
し
と
権
利
を
守
り
国
民

に
対
し
て
生
活
向
上
を
図
り
、
自
治
体

が
地
域
実
態
に
応
じ
た
施
策
の
展
開
を

図
れ
る
よ
う
に
、
財
源
保
障
を
行
う
こ

と
を
基
本
と
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
こ

の
陳
情
に
つ
い
て
、
住
民
の
く
ら
し
を

守
る
自
治
体
財
政
の
確
立
を
求
め
る
も

の
で
賛
同
い
た
し
ま
す
。

○ 

陳
情
第
11
号　

斎
場
移
転
計
画
に
伴

う
要
望
書

　

賛
成
討
論

　

石
岡
地
方
斎
場
移
転
計
画
は
、
石
岡

市
染
谷
中
島
地
区
に
移
転
す
る
計
画
で

進
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
が
、
土

地
取
得
の
計
画
が
問
題
で
す
。
９
月
20

日
に
は
、
元
石
岡
市
議
34
名
が
、
管
理

者
で
あ
る
石
岡
市
長
に
対
し
、
計
画
変

更
の
申
し
入
れ
を
行
っ
て
い
ま
す
。
移

転
予
定
地
の
土
地
取
得
額
が
「
実
勢
の

３
倍
以
上
で
不
適
切
」
と
主
張
し
て
い

ま
す
が
、
こ
の
移
転
事
業
の
財
源
に
つ

い
て
も
、
管
理
者
側
は
、
合
併
特
例
債

を
活
用
す
る
考
え
で
す
が
、
私
は
後
年

度
の
負
担
を
考
え
れ
ば
現
有
施
設
地
で

の
全
面
的
な
改
修
・
改
築
で
充
分
可
能

だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
要
望
書
に
も
あ

る
よ
う
に
当
然
、
民
業
圧
迫
は
避
け
る

べ
き
で
あ
り
賛
同
い
た
し
ま
す
。

○ 

委
員
会
発
議
第
３
号　

道
路
財
源
の

推
進
と
財
源
の
確
保
に
関
す
る
意
見

書
（
案
）

　

反
対
討
論

　

道
路
特
定
財
源
は
半
世
紀
前
に
、
整

備
が
急
務
だ
と
い
う
理
由
で
臨
時
措
置

法
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
制
度
で
す
。

本
当
に
必
要
な
道
路
は
一
般
財
源
で
建

設
で
き
ま
す
。
慢
性
化
し
て
い
る
国
道

６
号
バ
イ
パ
ス
や
国
道
３
５
４
号
整
備

は
一
般
財
源
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
ら
整

備
が
で
き
な
く
な
る
と
い
う
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
道
路
特
定
財
源
は
高
速

道
路
中
心
で
、
生
活
道
路
整
備
に
は
ほ

と
ん
ど
使
わ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で

す
。
巨
額
の
税
収
を
あ
て
に
し
て
無
駄

な
道
路
を
つ
く
り
続
け
、
浪
費
の
温
床

と
な
っ
て
き
た
道
路
特
定
財
源
を
や

め
、
使
い
道
を
特
定
し
な
い
一
般
財
源

と
し
て
、
社
会
保
障
な
ど
の
予
算
に
も

回
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
は
国
民
的
な

重
要
課
題
で
す
。
よ
っ
て
、
道
路
特
定

財
源
確
保
を
前
提
と
し
た
今
回
の
意
見

書
案
に
は
賛
成
で
き
ま
せ
ん
。



委員会付託案件の審査

（7）

【付託案件】
・市長の給料月額の特例に関する条例の制定について
・かすみがうら市公共施設の暴力団等排除に関する条例
の一部改正について

・かすみがうら市個人情報保護条例の一部改正について
・かすみがうら市職員の勤務時間、休暇等に関する条例
の一部改正について

・かすみがうら市職員の育児休業等に関する条例の一部
改正について

・かすみがうら市職員の給与に関する条例の一部改正に
ついて

・かすみがうら市行政財産の使用料徴収条例の一部改正
について

・かすみがうら市消防団員の定員、任免、給与、服務等
に関する条例の一部改正について

・平成19年度かすみがうら市一般会計補正予算（第４号）
・地方財政の強化・拡充及び財政健全化法の施行にあ
たっては地方自治原則の堅持を求める陳情

・要望書（各委員会の常時原則公開の規則改正）
・要望書（合併特例債事業の見直し等審議会の設置）
・要望書（霞ヶ浦新庁舎内に喫煙場所を設置）

【審査内容】
Ｑ：市長の給料月額の減額をした理由の詳細につい

て、説明願いたい。
Ａ：私の１年間の行政運営を私なりに振り返り私自

身、反省するところは反省するということで、
自らを戒めながら律していきたいという総括的
な反省として、提案いたしました。

Ｑ：今年度、職員課において人事評価制度の取り組み
について伺う。

Ａ：人事評価制度は、策定中であります。施行は１年
から２年先になると考えております。

Ｑ：開かれた議会を目指す内容ということであり、
賛同できる内容ですが、傍聴席の確保が困難な
状況もあり、今の時点で採択は難しいと考えま
す。趣旨については十分に理解できる部分があ
ります。

▲平成20年出初式

【付託案件】
・かすみがうら市医療福祉費支給に関する条例の一部改
正について

・かすみがうら市国民健康保険税条例の一部改正について
・平成19年度かすみがうら市一般会計補正予算（第４号）
・平成19年度かすみがうら市国民健康保険特別会計補
正予算（第３号）

・平成19年度かすみがうら市介護保険特別会計補正予
算（第３号）

・妊婦無料検診の充実を求める請願
・子ども医療無料制度の所得制限撤廃を求める請願
・高齢者に負担増と差別医療を強いる2008年４月実施
の後期高齢者医療制度の中止・撤回を求める請願

・高齢者に負担増と差別医療を強いる2008年４月実施
の後期高齢者医療制度の中止・撤回を求める陳情

【審査内容】
Ｑ：後期高齢者医療制度では保険料を年金から天引く

という内容だが65歳以上なのはなぜか伺う。
Ａ：老人保健制度が変わり、65歳以上を前期高齢者と

して取り扱います。75歳以上を後期高齢者とし
て独立した制度を創設し年金の支払は通常65歳
からとなりますので、後期高齢者と同じく年金
の支払から徴収できるものと思われます。

Ｑ：ＴＴの非常勤講師の報酬が低いのではないか。
Ａ：県の標準単価で時給1,740円。年間の上限が1,015

時間です。
Ｑ：今回の請願事項に公費負担14回実施に向けて計

画していただくと同時に、当面５回の実施を行
うといたしまして、執行部に予算計上をお願い
いたします。

▲TT授業風景

総務委員会文教厚生委員会



委員会付託案件の審査・一般質問

（8）

【付託案件】
・かすみがうら市廃棄物の減量及び適正処理に関する条
例の制定について

・かすみがうら市農業後継者育成条例の一部改正につい
・かすみがうら市ドラゴンボート施設使用料条例の一部
改正について

・平成19年度かすみがうら市一般会計補正予算（第４号）
・平成19年度かすみがうら市下水道事業特別会計補正
予算（第３号）

・平成19年度かすみがうら市農業集落排水事業特別会
計補正予算（第３号）

・新治地方広域事務組合規約の変更について
・市道路線の廃止について
・かすみがうら市生産物直売所の指定管理者の指定につ
いて

・かすみがうら市活性化センター生産物直売所の指定管
理者の指定について　

・かすみがうら市水族館の指定管理者の指定について
・斎場移転計画に伴う要望
・2008年度以降もＢＳＥ前頭検査を継続することを求
める陳情

・日豪ＥＰＡ／ＦＴＡ交渉に対する陳情

【審査内容】
Ｑ：ドラゴンボートは、今の状態では傷んでいるが安

全策について伺う。
Ａ：平成９年度に導入をして、11年目を迎えますの

で、来年度に予算計上し、調査します。
Ｑ：水族館の維持管理は、魚類の管理まで行うのか。
Ａ：指定管理者は、施設の維持管理、魚の飼育も含ま

れます。
Ｑ：斎場移転計画に伴う要望関係で今計画している斎

場は６haで計画しているが火葬場の使用割合も
霞ヶ浦地区が140数名、千代田地区が190数名
である。６haも用地を新たに取得する必要があ
るのか、セレモニーホールは民間もあり、民間
に任せればよいのではないか。

▲ドラゴンボートレース

方
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
志

筑
小
学
校
新
校
舎
は
将
来
に
拡

張
で
き
る
ス
ペ
ー
ス
を
持
っ
た

学
校
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
今

後
、
す
ぐ
に
統
廃
合
を
行
な
う

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
市
民

の
意
見
も
聞
き
、
議
論
を
し
な

が
ら
検
討
を
進
め
て
行
き
た
い

と
考
え
ま
す
。

員
会
を
設
置
し
、
見
直
し
作
業

を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り

ま
す
。志

筑
小
学
校
新
校
舎
に
よ

る
統
廃
合
に
つ
い
て
伺

う
。

市
長　

現
在
、
少
子
化
が

進
む
中
で
統
廃
合
の
考
え

方
も
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
ま

す
。統
廃
合
を
考
え
る
に
当
た
っ

て
は
、
学
校
の
財
政
的
な
運
営

の
視
点
と
教
育
的
な
視
点
の
両

市
財
政
の
経
常
費
縮
減
策

に
つ
い
て
伺
う
。

市
長　

健
全
な
財
政
運
営

を
進
め
る
た
め
に
も
、
長

期
的
な
財
政
見
込
み
を
作
成
し
、

そ
れ
ら
を
軸
と
し
た
歳
出
全
体

の
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
と
考

え
ま
す
。
特
に
、
合
併
特
例
債

事
業
に
つ
い
て
は
、
事
業
の
優

先
性
を
検
証
し
た
う
え
で
計
画

的
な
整
備
を
行
う
こ
と
が
必
要

で
あ
る
た
め
、
現
在
、
検
討
委

古
橋　

智
樹 

議
員

A

財
政
は
想
定
を
は
る
か
に
上
回
り
大
変
厳
し
い
環
境

合
併
時
に
掲
げ
た
経
常
費
の
縮
減
効
果
は 

質 問 事 項
1. 市財政の経常費縮減策について　1）経常費の効率化された成果状況及び伸縮
率について　2）合併特例債事業による経常費縮減策と今後の経常費縮減の目
標について
2. 神立駅周辺地区整備について　1）商業地域の統一された景観形成による魅力
と効果について　2）跨線橋と神立停車場線による拡張性の効果について
3. 霞ヶ浦新庁舎の効果について　1）三方を湖に囲まれ東西に長い行政界を管理
するための分庁舎方式の役割について　2）庁舎設計における産業とコミュニ
ティの活性スペースについて　3）ＲＣ構造の割合とその設計根拠について
4. 志筑小学校新校舎の役割について　1）校舎耐震調査結果や基本設計図等を有
識者に示さない姿勢について　2）経常費縮減のため新校舎の統廃合に応ずる
拡張性と旧校舎について
5. 行政全般について　1） 課長等の管理職人選・配置（政治任用）による当市へ
の効果について　2）市長及び市役所の動静の周知不足について　3）財源不足
における市の啓蒙低下について　4）瑕疵情報による市の毀損被害について

6. 環境行政について　1）現行法令において鶏糞悪臭の行政管理責任が茨城県と
石岡市にあることについて　2）犬糞放置の罰則化と犬糞の推奨する廃棄処理
方法について

▲志筑小学校校舎

Q

産業建設委員会

Q

Q

A

A



一般質問

（9）

▲霞ケ浦の水質を守る下水道

圓
城
寺
正
道 

議
員

A

地
域
の
模
範
と
な
る
よ
う
推
進
し
ま
す

針
や
人
事
院
勧
告
に
よ
っ
て
、
人

事
管
理
の
改
善
や
勤
務
実
績
の
給

与
反
映
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
市
の
ほ
う
で
も
、
人
材
育

成
基
本
方
針
に
お
い
て
、
目
標
に

よ
る
管
理
を
取
り
入
れ
た
人
事
評

価
制
度
の
構
築
を
掲
げ
、
努
力
が

報
わ
れ
る
人
事
制
度
を
確
立
し
、

こ
れ
に
よ
り
、
質
の
高
い
行
政

サ
ー
ビ
ス
が
提
供
で
き
る
よ
う
、

現
在
、
検
討
を
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。

の
か
伺
う
。

総
務
部
長　

市
の
事
務
に

つ
き
ま
し
て
は
、
行
政
組
織

規
則
等
に
各
課
・
係
の
事
務
を
掲

げ
、
配
置
の
人
員
の
な
か
で
そ
の

事
務
を
分
掌
し
進
め
る
こ
と
に
よ

り
、
責
任
の
明
確
化
と
事
務
の
効

率
化
を
図
っ
て
い
ま
す
。
職
員
の

査
定
、
評
価
は
処
分
等
の
事
項
が

発
生
し
た
際
に
は
昇
給
や
昇
格
に

影
響
す
る
内
容
と
な
り
ま
す
。
し

か
し
な
が
ら
、
国
の
地
方
行
革
指

下
水
道
加
入
の
進
捗
に
つ

い
て
伺
う
。

市
長　

官
に
携
わ
る
者
の

加
入
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま

で
に
も
ご
質
問
を
い
た
だ
い
て
い

ま
す
が
、
総
体
的
に
加
入
率
の
向

上
を
図
る
上
で
は
、
関
係
職
員
の

早
期
加
入
が
肝
要
で
あ
り
ま
す
。

地
域
の
模
範
と
な
る
よ
う
、
強
く

推
進
し
て
い
き
ま
す
。

職
員
の
査
定
・
評
価
は
ど

の
よ
う
に
実
施
し
て
い
る

質 問 事 項
1. 下水道関係について　1）加入について　2）予算の執
行について

2. 水道関係について　1）給水関係工事内容について　
2）委託業務内容について

3. 金融関係について　1）指定金融機関について
4. 新庁舎計画について　1）見直しについて
5. 一般行政について　1）職員の配置について　2）職員
の査定・評価について

6. 補助金について
　1）わかさぎ孵化放流事業補助金について　2）その他
の補助金について

善
計
画
書
が
提
出
さ
れ
、
こ
の
改
善
計
画

書
に
よ
り
対
策
を
講
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。
こ
の
改
善
計
画
は
、脱
臭
ス
ク
ラ
バ
ー

の
増
設
及
び
発
酵
棟
か
ら
臭
気
を
吸
引
し

水
洗
脱
臭
装
置
へ
の
臭
気
対
策
を
講
じ
て

い
ま
す
。
さ
ら
に
、
鶏
糞
を
焼
却
す
る
機

械
装
置
の
導
入
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
機
械

装
置
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
現
在
認
可
申

請
を
行
う
た
め
、
必
要
な
調
査
並
び
に
県

と
の
協
議
を
進
め
て
い
ま
す
。

市
長
公
室
長　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス

の
委
託
契
約
は
、
運
賃
を
徴
収
し

て
運
行
す
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送

事
業
の
路
線
バ
ス
の
形
で
運
行
を
し
て
お

り
ま
す
。
現
在
、
利
用
率
等
の
問
題
も
あ

り
ま
す
が
運
行
経
路
等
の
見
直
し
作
業
を

進
め
て
、
利
便
性
の
向
上
と
運
行
の
効
率

化
に
向
け
検
討
を
し
ま
す
。

悪
臭
対
策
に
つ
い
て
伺
う
。

環
境
経
済
部
長　

事
業
者
よ
り
９

月
28
日
に
悪
臭
問
題
に
関
す
る
改

福
祉
バ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の

運
行
改
善
策
に
つ
い
て
伺
う
。

総
務
部
長　

福
祉
バ
ス
に
つ
き
ま

し
て
は
、
大
型
車
2
台
、
小
型
車

２
台
の
、
合
計
4
台
を
所
有
し
て
お
り
ま

す
。
福
祉
バ
ス
は
福
祉
事
業
及
び
市
が
主

催
す
る
各
種
事
業
の
執
行
を
図
る
う
え
で

は
、
必
要
な
も
の
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

今
後
に
お
き
ま
し
て
は
、
民
間
の
バ
ス
を

利
用
し
た
場
合
の
費
用
負
担
等
を
視
野
に

入
れ
な
が
ら
、
４
台
の
福
祉
バ
ス
の
利
用

を
考
え
ま
す
。

栗
山　

千
勝 

議
員

A

改
善
計
画
に
よ
り
実
施
し
ま
す

悪
臭
防
止
装
置
は
ど
う
す
る
の
か

質 問 事 項
1. 行政全般について
　１）民間からの目的指定寄付金の一部使途不明につい
て　2）開発行為での道路敷寄付地の嘱託登記につい
て　3）入札制度の見直しをした、その成果はいかに   
4）予定価格、最低制限価格算出について　5）検査管
財課、検査担当の知識度について　6）職員の教育に
ついて　7）行財政改革は、当市の財政状況から急務
と考えます。市長の考えは　8）霞ヶ浦庁舎建設につ
いて　9）悪臭対策について　10）福祉バス、コミュ
ニティーバスの運行改善策について　11）特例債事
業の見直しについて　12）保存文書の管理等について   
13）市長の政治姿勢について　14）新治地方広域事務
組合の残業代過払いについて

▲つくばファームの鶏糞脱臭装置

官
に
携
わ
る
者
の
そ
の
後
の
下
水
道
接
続
状
況
は

A

A

A

A A

Q QQ

QQ

Q



一般質問

（10）

▲中央出張所に設置されている自動交付機

桂
木　

庸
雄 

議
員

A

土
浦
市
、
つ
く
ば
市
と
の
組
合
せ
を
考
え
る

広
域
合
併
は
土
浦
市
へ

く
ば
市
を
中
心
と
し
た
地
域
に
位

置
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
と

同
等
に
取
り
扱
う
パ
タ
ー
ン
と
し

て
、
石
岡
市
、
小
美
玉
市
と
の
組

み
合
せ
も
示
さ
れ
て
い
る
が
、
土

浦
市
、
つ
く
ば
市
と
の
組
み
合
せ

を
考
え
て
お
り
ま
す
。
現
時
点
で

は
、
道
州
制
と
市
町
村
合
併
の
歩

調
は
同
じ
と
は
言
え
な
い
と
思
い

ま
す
が
、
方
向
と
し
て
は
、
さ
ら

な
る
広
域
化
と
い
う
こ
と
に
な
る

と
考
え
て
お
り
ま
す
。

道
州
制
導
入
に
伴
う
市
町

村
の
再
編
に
つ
い
て
伺
う
。

市
長　

平
成
12
年
に
県
で

策
定
さ
れ
た
将
来
目
指
す

べ
き
合
併
パ
タ
ー
ン
で
は
、
水
戸

市
・
ひ
た
ち
な
か
市
を
中
心
と

し
た
地
域
と
、
土
浦
市
・
つ
く
ば

市
を
中
心
と
し
た
地
域
に
、
人
口

50
万
人
程
度
の
２
大
中
核
拠
点

都
市
を
育
成
す
る
こ
と
と
し
て
お

り
、か
す
み
が
う
ら
市
は
牛
久
市
、

阿
見
町
と
と
も
に
、
土
浦
市
・
つ

住
民
税
が
６
月
か
ら
大
幅

に
引
き
上
げ
ら
れ
た
が
、

そ
の
徴
収
状
況
に
つ
い
て
伺
う
。

市
民
部
長　

個
人
市
民

税
の
徴
収
状
況
に
つ
い

て
、
10
月
末
現
在
の
現
年
分
と

繰
越
滞
納
分
の
合
計
で
、
徴
収

率
は
51.

94
％
で
す
。
個
人
県
民

税
の
10
月
末
現
在
の
徴
収
率
は

51.
46
％
で
す
。
今
年
度
は
、
徴

収
部
門
を
一
元
化
を
し
、
徴
収
努

力
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

質 問 事 項
1. 財政問題について　1）住民税が６月から大幅に引き
上げられたが、その徴収状況について　2）県税徴収
率の低い市町村への県単補助金カットについて

2. 行政改革について　1）道州制導入に伴う市町村の再
編について

3. 福祉行政について　1）学童保育の少人数制の実施、
その他について

4. 教育問題について　1）全国学力テストの結果を踏ま
えた今後の対応について　2）いじめ問題の現状と課
題について

年
金
保
険
料
滞
納
者
に
対
し
て
各
市

町
村
は
来
年
４
月
か
ら
罰
則
と
し
て

保
険
証
を
交
付
せ
ず
短
期
保
険
証
に

切
り
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
改
悪

し
た
。
保
険
証
の
取
り
上
げ
は
命
に

か
か
わ
る
こ
と
で
あ
り
短
期
保
険
証

を
発
行
す
べ
き
で
は
な
い
。

市
民
部
長　

国
民
年
金
関
連
法

案
は
詳
細
に
承
知
し
て
い
ま
せ

ん
が
、
現
在
、
保
険
料
の
滞
納
者
へ

の
短
期
保
険
証
交
付
に
つ
い
て
は
６

箇
月
の
短
期
で
発
行
し
て
お
り
ま
す
。

提
供
が
あ
る
が
、
期
待
さ
れ
る
効
果

は
利
便
性
の
向
上
で
同
じ
と
考
え
て

い
ま
す
。
本
市
の
場
合
、
自
動
交
付

機
の
設
置
に
よ
り
対
応
し
て
い
ま
す
。

費
用
対
効
果
の
点
も
あ
り
、
当
面
は

現
在
の
方
式
に
一
定
の
成
果
が
見
ら

れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
業
務
種
目
の

拡
大
の
可
能
性
を
探
り
、
検
討
を
加

え
な
が
ら
機
能
充
実
を
目
指
す
方
向

を
進
め
る
べ
き
と
考
え
て
い
ま
す
。

社
会
保
険
庁
改
革
関
連
法
案
が

今
年
の
６
月
に
成
立
し
、
国
民

市
役
所
窓
口
は
市
民
と
接
触
す

る
一
番
重
要
な
部
署
で
あ
り
、

実
務
に
精
通
し
た
ベ
テ
ラ
ン
を
配
置

す
る
な
ど
正
確
で
丁
寧
な
情
報
の
手

続
き
な
ど
が
行
わ
れ
る
べ
き
だ
。
近

年
は
共
働
き
家
庭
も
増
え
て
お
り
、

市
役
所
窓
口
延
長
と
休
日
開
庁
の
要

望
も
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
当
市
で
も

試
行
的
に
で
も
実
施
で
き
な
い
か
。

市
民
部
長　

休
日
の
業
務
提
供

と
対
応
に
は
休
日
開
庁
と
自
動

交
付
機
等
の
整
備
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス

佐
藤　

文
雄 

議
員

A
自
動
交
付
機
の
整
備
に
よ
る
機
能
充
実
（
業
務
種
目
の
拡
大
）
を
め
ざ
す

市
役
所
の
窓
口
改
善
（
延
長
と
休
日
開
庁
）
に
つ
い
て

質 問 事 項
1. 市の行政改革について　1）議員報酬引き上げ条例について　2）審議会等の傍
聴公開について　3）市役所窓口改善について　4）市職員の倫理観と処分につ
いて　5）収納対策について
2. 入札制度の改善について　1）一般競争入札及び指名競争入札の拡充と改善に
ついて　2）最低制限価格について　3）市道㋠６号線迂回路工事に関わる疑惑
ついて　4）湖北環境衛生組合のし尿処理施設建設に関する談合問題について
3. 向原土地区画整理事業について　1）保留地販売について　2）債務負担行為の
執行について
4. 水道事業について　1）県との契約水量について　2）借換え債について　3）県
の地下水規制について
5. 教育行政について　1）専門司書の設置について　2）学校施設の耐震化について
6. 福祉行政について　1）国民健康保険制度について　2）75 歳以上の高齢者医
療について
7. 住み良いまちづくりについて　1）つくばファームの悪臭対策について
8. 市の補助金について　1）かすみがうら市漁協の補助金不正受給問題について

▲将来目指すべき合併パターン

A

A A

A

QQ Q

Q

Q

Q



一般質問

（11）

▲はす田の防鳥網

山
内
庄
兵
衛 

議
員

A

関
係
機
関
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
対
策
を
講
じ
る

は
す
田
へ
の
カ
モ
の
被
害
対
策
は

行
っ
た
と
こ
ろ
、
千
代
田
地
区
、

霞
ヶ
浦
地
区
と
も
、
果
樹
園
へ
の

被
害
が
多
く
発
生
し
て
お
り
ま

す
。
こ
の
対
策
と
い
た
し
ま
し
て

は
、
圃
場
へ
の
防
風
ネ
ッ
ト
と
電

気
柵
設
置
の
進
入
対
策
と
捕
獲

箱
を
利
用
し
て
個
体
の
捕
獲
が
有

効
で
す
。
関
係
す
る
生
産
部
会
に

被
害
状
況
を
確
認
し
な
が
ら
、
現

在
、
防
除
施
設
の
整
備
と
、
捕
獲

箱
の
活
用
の
検
討
を
進
め
て
お
り

ま
す
。

構
造
改
革
促
進
特
別
対
策
事
業

に
取
り
組
み
、
防
鳥
網
の
施
設
整

備
を
行
っ
た
経
過
が
あ
り
ま
す
。

　

現
在
も
、
カ
モ
等
に
よ
る
食
害

が
継
続
し
て
発
生
し
て
い
ま
す
の

で
、
農
協
や
県
な
ど
の
関
係
機
関

と
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
対
策
を

講
じ
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

ハ
ク
ビ
シ
ン
の
対
策
に
つ
い

て環
境
経
済
部
長 

ハ
ク
ビ
シ

ン
の
被
害
に
つ
い
て
確
認
を

は
す
田
へ
の
カ
モ
類
の
被

害
対
応
策
に
つ
い
て
伺
う
。

環
境
経
済
部
長　

は
す
田

へ
の
鳥
獣
被
害
は
、
主
に
カ

モ
等
に
よ
る
苗
の
育
成
期
に
発
生

す
る
こ
と
か
ら
、
例
年
、
春
に
地

元
猟
友
会
の
協
力
を
得
て
、
有
害

鳥
獣
捕
獲
事
業
を
実
施
し
、
被

害
防
止
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。
ま
た
、
防
鳥
網
に
つ
き
ま
し

て
は
、
平
成
16
年
度
に
Ｊ
Ａ
土
浦

蓮
根
本
部
会
霞
ヶ
浦
支
部
が
野
菜

質 問 事 項
1. 市長の政治姿勢について
　1）先の住民署名と長の責任について
2. 教育行政について
　1）プールの問題について　2）学校施設の整備について
3. 道路行政について　
　1）各区長等から提出された道路要望について
　2）上稲吉・馬立地内バイパス整備について
4. 農林業関係について　1）はす田の防鳥対策について
　2）ハクビシンの対策について
5. 滞納について　1）各滞納金について

す
み
が
う
ら
市
地
域
担
い
手
育
成
総

合
支
援
協
議
会
を
軸
に
、
土
浦
地
域

農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
や
Ｊ
Ａ
農

業
協
同
組
合
と
の
連
携
の
も
と
に
、

実
施
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
現

在
の
支
援
状
況
で
す
が
、
11
月
末
現

在
、
１
３
８
名
の
認
定
農
業
者
の
方

に
対
し
ま
し
て
、
農
業
経
営
改
善
計

画
策
定
後
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
通
し

て
、
計
画
達
成
に
向
け
た
経
営
能
力

の
向
上
や
経
営
規
模
の
拡
大
、
法
人

化
等
を
支
援
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

ま
た
、
養
護
教
諭
に
よ
る
児
童
生
徒

の
相
談
な
ど
も
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
保
護
者
の
相
談
に
も
応
じ

る
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
や
教
育

支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
土
浦
児
童
相
談

所
等
の
関
係
機
関
を
活
用
し
な
が
ら
、

教
育
相
談
の
充
実
を
図
っ
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
。

担
い
手
を
支
え
る
農
業
支
援
策

に
つ
い
て
伺
う
。

市
長　

本
市
に
お
け
る
農
業
担

い
手
へ
の
支
援
に
つ
い
て
は
、
か

教
育
相
談
の
充
実
と
対
応
に
つ

い
て
伺
う
。

教
育
長　

児
童
生
徒
の
悩
み
や

心
の
問
題
に
つ
き
ま
し
て
は
、

学
業
や
友
人
関
係
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

問
題
が
あ
り
ま
す
が
児
童
生
徒
自
ら

が
問
題
を
自
分
な
り
に
解
決
で
き
る

力
を
育
て
て
い
け
る
よ
う
に
、
子
ど

も
達
に
寄
添
い
な
が
ら
教
育
相
談
を

進
め
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り

ま
す
。
具
体
的
な
方
策
と
し
て
、
担

任
に
よ
る
教
育
相
談
を
実
施
す
る
。

中
根　

光
男 

議
員

A

ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
等
の
活
用
を
図
る

教
育
相
談
の
充
実
と
対
応
に
つ
い
て

質 問 事 項
1. 土木行政について
　1）大塚団地、道路地盤沈下について
2. 教育行政について
　1）教育内容の向上について
　2）教育相談の充実と対応について
　3）学校図書館の充実について
3. 福祉行政について
　1）障害者福祉の充実について
4. 農業行政について
　1）担い手を支える農業支援策について

▲下稲吉中学校のカウンセラー室

A

A

A

A
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Q
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第３回臨時会審議

（12）（12）

　平成19年第３回臨時会が11月 21日から28日まで開催され、提出された案件（１件）を可
決いたしました。

議
案
第
99
号 

財
産
の
取
得
に
つ
い
て　

可
決

▼
議
案
第
99
号
は
、
霞
ヶ
浦
庁
舎
建
設

事
業
用
地
と
し
て
か
す
み
が
う
ら

市
大
和
田
字
西
明
内
地
内
の
土
地

（
２
万
１
，
２
３
４
．
５
９
㎡
）
を
取

得
す
る
た
め
議
会
の
議
決
を
す
る
も

の
で
す
。

質
疑　

敷
地
の
選
定
理
由
・
庁
舎
建
設

の
必
要
性
・
流
末
処
理
に
つ
い
て
伺
う
。

市
長　

主
要
部
分
の
老
朽
化
が
激
し

く
施
設
の
複
雑
化
、
狭
隘
化
が
顕
著
で

事
務
の
執
行
率
が
損
な
わ
れ
、
住
民
の

応
接
及
び
相
談
等
に
ご
不
便
を
お
か

け
し
て
い
る
状
況
に
あ
り
市
民
の
施

設
利
用
と
事
務
執
行
の
両
面
に
お
い

て
利
便
性
を
図
る
上
で
必
要
と
考
え

ま
す
。

総
務
部
長　

霞
ヶ
浦
庁
舎
建
設
審
議

会
が
設
置
さ
れ
４
箇
所
を
候
補
と
し

検
討
を
し
て
交
通
ア
ク
セ
ス
が
良
い

場
所
で
あ
り
防
災
の
拠
点
、
市
民
の
交

通
拠
点
と
し
て
最
適
で
あ
り
北
側
と

東
側
が
発
展
す
る
可
能
性
を
持
つ
こ

と
か
ら
決
定
し
ま
し
た
。
調
整
池
に

調
整
し
た
後
に
建
設
予
定
地
の
西
側

の
水
路
を
利
用
し
放
流
す
る
こ
と
と

あ
わ
せ
て
市
道
の
歩
道
部
へ
排
水
管

を
敷
設
し
圧
送
す
る
２
つ
の
考
え
を

持
っ
て
お
り
ま
す
。

質
疑　

庁
舎
問
題
に
つ
い
て
の
要
望

書
の
取
り
扱
い
を
ど
の
よ
う
に
し
た

か
、
霞
ヶ
浦
庁
舎
建
設
の
見
直
し
は
合

併
特
例
債
事
業
の
主
要
事
業
検
討
委

員
会
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
の
か
、

庁
舎
建
設
に
つ
い
て
市
民
へ
の
情
報

提
供
を
さ
れ
た
の
か
伺
う
。

市
長　

要
望
書
等
は
さ
ま
ざ
ま
な
方

か
ら
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
文
書
で

回
答
は
し
て
お
り
ま
せ
ん
が
内
容
は

十
分
に
検
討
し
て
お
り
ま
す
。
市
民
へ

の
情
報
は
市
民
懇
談
会
、
区
長
会
と
の

懇
談
会
、
或
は
議
会
、
地
元
の
土
地
の

関
係
者
へ
の
説
明
を
実
施
し
て
お
り

ま
す
。

副
市
長　

庁
舎
建
設
に
つ
き
ま
し
て

は
既
に
基
本
設
計
や
用
地
取
得
に
係

る
事
業
認
可
を
完
了
し
て
お
り
地
権

者
の
了
解
も
得
て
い
ま
す
。
検
討
委
員

会
の
中
で
は
検
討
作
業
を
行
う
に
あ

た
っ
て
の
手
順
を
確
認
し
具
体
的
な

事
業
の
検
証
は
対
象
事
業
の
中
長
期

の
財
政
見
通
し
を
確
認
し
た
上
で
作

業
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

質
疑　

霞
ヶ
浦
庁
舎
建
設
は
財
源
的

な
問
題
と
利
用
効
率
と
の
面
に
つ
い

て
ど
の
よ
う
な
考
え
な
の
か
伺
う
。

市
長　

本
庁
舎
方
式
が
理
想
の
形
だ

と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
経
緯
、
財

源
的
な
問
題
を
含
み
、
か
す
み
が
う
ら

市
は
東
西
に
広
が
っ
た
地
形
を
し
て

お
り
ま
す
。
霞
ヶ
浦
庁
舎
は
規
模
等
も

十
分
検
討
し
て
適
正
な
庁
舎
を
造
る

必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

霞ヶ浦庁舎建設位置図（霞ヶ浦地区全図）

所　　在　かすみがうら市大和田地内
面　　積　21,234.59 ㎡
取得価格　161,572,287 円



所管事務調査
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○　閉会中に行われた常任委員会

▲研修会の様子

総務委員会
《平成19年10月18日開催》
調査項目
・予算の執行状況について
・霞ヶ浦庁舎建設について
・合併特例債事業について
《平成19年11月19日開催》
調査項目
・予算の執行状況について
・霞ヶ浦庁舎建設について
《平成20年２月８日開催》
調査項目
・総務委員会の所管事項調査について
・陳情第19号要望書について

総務委員会研修
平成20年２月８日
千代田庁舎3階会議室
・ かすみがうら市の防災対策・各種統計による動態についての研修会の開催

▲柏市役所前にて撮影

文教厚生委員会
《平成19年10月26日開催》
調査項目
・所管の予算の執行状況について
・文教厚生委員会の所管に関する事項について
・文教厚生委員会の委員会研修に関する事項について
《平成19年11月16日開催》
調査項目
・文教厚生委員会の所管に関する事項について

▲完成間近の（仮称）かすみがうら市福祉センター

文教厚生委員会研修
平成19年11月22日
千葉県柏市役所学童保育の現状を視察
・松葉一小こどもルーム
・花野井学童クラブ（自主学童保育所）

▲桜川市役所前にて撮影

産業建設委員会
《平成19年10月11日開催》
調査項目
１）道路整備について
・跨線橋について
・西成井トミン自動車教習所の進入路について
・粟田橋の進捗状況について
・雪入の道路計画について
２）環境衛生及び公害に関する事項
・つくばファームのその後について
《平成19年10月18日開催》
調査項目
・産業建設委員会所管に関する事項
《平成19年12月５日開催》
調査項目
・所管の予算に関する事項について
・わかさぎ孵化放流事業補助金

産業建設委員会研修
平成 19 年９月 28 日
桜川市役所
下水道の整備状況を視察
・下水道事業（合併浄化槽）について
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茨
城
県
市
議
会
議
長
会
主
催
の
「
平
成

19
年
度
議
員
研
修
会
」
が
開
催
さ
れ
矢
口

栄
造
議
長
ほ
か
市
議
会
議
員
４
名
が
参
加

し
ま
し
た
。

　

平
成
19
年
11
月
８・
９
日
に
つ
く
ば
市

オ
ー
ク
ラ
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
つ
く
ば
及
び
国
土

地
理
院
に
お
い
て
研
修
会
が
行
わ
れ
８
日

は
、
元
は
と
バ
ス
代
表
取
締
役
宮
端
清
次

氏
に
よ
る「
は
と
バ
ス
再
建
か
ら
得
た
教
訓・

こ
れ
か
ら
の
自
治
体
の
あ
り
か
た
」
で
講
演

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
９
日
は
国
土
地
理
院
に

て
電
子
技
術
に
よ
る
測
量
や
地
殻
観
測
等

の
近
代
測
量
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　

今
年
の
冬
は
例
年
に
な
く
寒
い
日

が
続
い
て
お
り
ま
す
が
、
梅
の
便
り

が
届
く
春
も
間
近
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

し
か
し
、
か
す
み
が
う
ら
住
民
に

と
っ
て
合
併
以
来
ま
だ
春
を
感
じ
て

頂
け
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
昨
年

４
月
以
降
水
道
料
や
保
育
料
そ
の

他
、
住
民
の
経
済
的
負
担
が
増
え
、

そ
の
上
６
月
か
ら
は
住
民
税
の
所
得

割
が
倍
増
さ
れ
重
税
を
強
く
感
じ
て

お
ら
れ
る
事
と
思
い
ま
す
。
尚
、
新

年
度
か
ら
高
齢
者
の
医
療
費
負
担

の
増
税
が
予
想
さ
れ
る
な
ど
明
る
い

ニ
ュ
ー
ス
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
事

は
、
医
療
や
福
祉
費
の
削
減
に
向
け

住
民
個
々
の
自
助
努
力
が
求
め
ら
れ

る
時
が
来
て
し
ま
っ
た
様
に
思
わ
れ

ま
す
。
そ
れ
だ
け
に
市
行
政
に
お
い

て
は
、
今
後
財
政
基
盤
の
確
立
に
努

め
社
会
保
障
の
充
実
を
図
り
住
民
の

経
済
的
負
担
の
軽
減
を
目
指
し
健

全
な
行
財
政
運
営
の
実
現
に
よ
り
市

民
の
方
々
の
生
活
に
春
の
訪
れ
を
実

感
で
き
る
「
ま
ち
づ
く
り
」
に
努
め

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
議
会
だ
よ

り
の
編
集
に
皆
様
の
ご
意
見
を
お
寄

せ
頂
き
ま
す
事
を
お
願
い
し
、
又
、

時
節
柄
お
体
を
十
分
ご
自
愛
く
だ

さ
い
。

 

（
編
集
委
員　

桂
木　

庸
雄
）

詳しいことは、議会事務局へお問い合わせください。
電話  0299（59）2111　内線 1302
ホームページ　http://www.city.kasumigaura.ibaraki.jp/gikai/
メールアドレス　gikai@city.kasumigaura.ibaraki.jp

編
集
後
記

　

第
１
回
定
例
会
市
議
会
は
、
３
月
６
日
（
木
）
か
ら

開
会
と
な
っ
て
い
ま
す
。
会
期
日
程
に
つ
い
て
は
、
お

知
ら
せ
版
に
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

な
お
、
本
会
議
は
ど
な
た
で
も
傍
聴
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
ど
う
ぞ
お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

平
成
20
年

第
１
回
定
例
会
市
議
会
の
お
知
ら
せ

請
願
と
陳
情

　

請
願
と
は
、
国
民
が
国
や
地
方
公
共
団
体
に

対
し
一
定
の
希
望
を
述
べ
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　

請
願
を
提
出
す
る
と
き
は
文
書
で
作
成
し
紹

介
議
員
が
署
名
ま
た
は
記
名
押
印
し
て
議
長
あ

て
に
提
出
し
ま
す
。
議
長
は
請
願
を
受
理
し
て
所

管
の
常
任
委
員
会
に
付
託
を
し
ま
す
。
委
員
会

で
は
審
査
の
後
、
本
会
議
に
お
い
て
当
該
請
願
に

対
し
て
採
決
を
行
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
陳
情

は
請
願
の
よ
う
に
紹
介
議
員
が
必
要
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
の
た
め
各
議
会
に
お
い
て
様
々
な
取
り
扱

い
を
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
陳
情
で
あ
っ
て
も

会
議
規
則
で
定
め
る
と
お
り
、
そ
の
内
容
が
請
願

に
適
合
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
請
願
と
同
様
の

取
り
扱
い
を
し
ま
す
。


